
  

二級建築士の免許取消処分について 

 建築士法（昭和25年法律第 202号）第10条第１項の規定による処分をしたので、

同条第５項の規定により、次のとおり公告する。 

  平成31年４月15日 

富山県知事 石  井  隆  一  

１ 処分をした年月日 

  平成31年４月８日 

２ 処分を受けた建築士の氏名等 
 

氏 名 建築士の別 登録番号 

應矢 寛之 二級建築士 富山県知事登録 第8923号 

３ 処分の内容 

  免許取消 

４ 処分の原因となった事実 

  虚偽の確認済証を行使して、建築物の着工を施工者に指示した事実は、建築士

法第10条第１項第２号に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 
 


